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対応や判断に不安･お困りの時、不審 に思った場合、トラブルに遭った場合は

☎登別市役所内：登別市消費生活センター（ ８５－３４９１）までお気軽にご連絡ください！

電気通信事業法施行規則改正

電気通信事業法施行規則の改正で、電気通信サービスの電話勧誘における説明の厳格化など

消費者保護ルールが強化され、2022 年 7月 1日から施行されました。

「光回線の料金が安くなると言われて契約したのに高くなった」「勝手にオプションがつけ

られていた」「解約しようとしたら高額な違約金を請求された」といった苦情に対し、次の３

点で消費者保護が強化されました。

①電話勧誘の際に利用者が電話などでの説明を自ら希望した場合を除き、

書面を交付して説明することを義務化

〈電話勧誘における契約までの流れ（典型例として想定されるもの）〉

(１)電話勧誘によりサービス内容を口頭で説明。

▼

(２)利用者が関心を示した場合、利用者の了解を得て利用者宅に書面を送付。

▼

(３)利用者の元に書面が到着後、改めて事業者が電話をかけ、利用者が書面を

見ていることを確認しつつサービスの提供条件の概要を説明。

▼

(４)利用者がその提供条件に納得した場合、契約。

②電話オペレーターの十分な配置やウェブ解約などで遅延なく解約できる

ようにすることを義務化

③解約に伴う違約金上限を月額利用料相当までに制限

トラブル防止のため、電気通信サービスの電話勧誘が

あったときは、サービス提供条件の概要について書面

を見ながら説明を受けて、納得してから契約するかどう

か決めましょう。

電気通信サービスに関する消費者保護ルールが強化されました！




